
２ 資機材整備事業
（１）対 象：希望する自主防災会
（２）補助内容：防災全般の資機材購入
※交付要綱の別表（６～７ページ）記載の品目で、「数量」欄の数に満たない分が対象です。
原則、必要数に達している資機材の購入費は補助できません。

（３）補助対象外：個人の装備品（防災服、ヘルメット、手袋等）、資機材の燃料費・修繕費・処分費
（４）補助額 ：①補助限度額：右表参照

②補助率：４分の３

（５）申請締切：令和７年６月１６日（月）
※修正や、追加書類の提出をお願いする場合があります。お早めにご提出ください。

申請時提出物：①交付申請書（第２号様式） ④見積書又はその写し
②事業計画書 （⑤その他市⾧が必要と認める書類）
③収支予算書

（６）実績報告締切：資機材整備完了後、20日以内（～令和８年３月５日（木））
※修正や、追加書類の提出をお願いする場合があります。お早めにご提出ください。

報告時提出物：①実績報告書（第６号様式） ④領収書又はその写し
②事業実績書 ⑤資機材整備完了後の写真
③収支決算書 ⑥請求書（第９号様式）及び振込口座情報の写し

★原則、全資機材の購入後、20日以内に実績報告をお願いいたします。 12

限度額自主防災組織加入世帯数
（令和７年４月１日時点）

100,000円500世帯以下
200,000円501世帯～1,000世帯
300,000円1,001世帯～2,000世帯
400,000円2,001世帯～3,000世帯
500,000円3,001世帯以上

補助は１事業につき１回まで

２ 資機材整備事業 申請の流れ 希望制



（７）各自主防災会様よりご提出いただいた、保有資機材調査票の情報を基に、
資機材を「情報伝達」、「初期消火」、「救助」、「救急」、「避難生活」に
分類し、グラフ化しました。

（８）資機材の購入を検討される場合は、以下をご確認ください。
・現在の保有数と、交付要綱の別表（６～７ページ）の品目、数量
・検討中の資機材の購入した場合の、グラフへの効果

２ 資機材整備事業 申請の流れ 希望制
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２－１ 資機材整備事業 交付申請書類の記載例 希望制
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各自主防災会ごとの限度額内で、全体経費の
４分の３の金額（1,000円未満切り捨て）

※ 申請書に印鑑は不要となりました。

焼津市石津1－６－１

令和７年４月１日から 令和８年３月５日まで

添付書類を揃えてから、ご提出ください。

限度額自主防災組織加入世帯数
（令和７年４月１日時点）

100,000円500世帯以下
200,000円501世帯～1,000世帯
300,000円1,001世帯～2,000世帯
400,000円2,001世帯～3,000世帯
500,000円3,001世帯以上

氏名の前に、「会長」と記入してください

×印の箇所は空白のままにしてください



15

グレーの箇所のご記入
をお願いします。

令和7年度 事業計画書（資機材整備事業）

R7.7月

R7.7月

R7.7月

R8 R7年～各2個整備予定

R7

R９ R7年～各5個整備予定

２－１ 資機材整備事業 交付申請書類の記載例 希望制
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令和7年度 収支予算書（資機材細微事業）

２－１ 資機材整備事業 交付申請書類の記載例 希望制

前年度の「資機材整備事業」でご記入
いただいた、予算額を記入してください。
※決算額ではありません。ご注意ください。

増減額は、
今年度予算ー前年度予算

グレーの箇所のご記入をお願いします。


